
 

 

地方卸売市場八戸市魚市場条例の一部改正（案）について 

  内容：卸売市場法の一部改正に伴い、「取り扱う指定飲食料品等」「指標」等の公表を規定することが追加されるため、公表について規定し、その他所要

の改正をするもの。令和７年度中に議案提出予定。 

 

 

1. 卸売市場法一部改正に即したもの 

① 第４条 

現   行  改   正 

（取扱品目） 

第４条 前条の魚市場（以下「魚市場」という）において取り扱う品

目（以下「魚海藻類」という）は、次のとおりとする。 

 ⑴ 鮮魚介類 

 ⑵ 塩干冷凍魚介類 

 ⑶ 海藻類及び海獣肉その他の水産物 

 ⇒ 

（取扱品目） 

第４条 前条の魚市場（以下「魚市場」という）において取り扱う品目

（以下「魚海藻類」という）は、次のとおりとする。 

 ⑴ 鮮魚介類 

 ⑵ 塩干冷凍魚介類 

 ⑶ 海藻類及び海獣肉その他の水産物 

２ 開設者は、前項の取扱品目に食品等の持続的な供給を実現するため

の食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関

する法律（平成３年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。）

第42条第１項に規定する指定飲食料品等が含まれるときは、インター

ネットの利用その他の適切な方法により、当該指定飲食料品等を公表

するものとする。ただし、市場において取扱予定がないものを除く。 
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② 第 11条 

現   行  改   正 

（取扱数量等の報告及び公表） 

第11条 卸売業者は、毎開場日、その日に取扱う魚海藻類の主要な品

目の卸売予定数量を、販売開始時刻までに市長に報告しなければなら

ない。 

２～６（略） 

 

⇒ 

（取扱数量等の報告及び公表） 

第11条 卸売業者は、毎開場日、その日に取扱う魚海藻類の主要な品目

の卸売予定数量を、販売開始時刻までに市長に報告しなければならない。 

２～６（略） 

７ 開設者は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な

方法により公表するものとする。 

⑴ 第４条第２項に基づき公表された指定飲食料品等に係る食品等持

続的供給法第42条第１項第１号に規定する指標 

⑵ 食品等持続的供給法第36条各号に規定する措置の内容 
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2. 卸売市場法一部改正以外のもの 

③ 別表第２（第 30 条関係） 

現   行  改   正 

区分 使用時間 暖房料

（3時

間 30

分ごと

につ

き） 

納

期

限 
午前 8

時 30

分か

ら 

正午

まで 

午後 1

時か

ら 

午後 4

時 30

分ま

で 

午後 5

時か

ら 

午後 8

時 30

分ま

で 

午前 8

時 30

分から

午後 4

時 30

分まで 

午後 1

時か

ら午

後 8

時 30

分ま

で 

午前 8

時 30

分か

ら午

後 8

時 30

分ま

で 

第一魚市場

会議室 

（略） 

第

二

魚

市

場 

大会議

室 

720 

 

1,300 1,450 1,700 2,300 2,900 350 〃 

小会議

室 

380 680 750 900 1,200 1,500 280 〃 

第

三

魚

市

場 

大会議

室 

4,000 

 

6,000 ― 10,000 ―  ― 〃 

小会議

室 

2,000 3,000 ― 5,000 ―  ― 〃 

 

⇒ 

区分 使用時間 暖房料

（3時

間 30

分ごと

につ

き） 

納

期

限 
午前 8

時 30

分か

ら 

正午

まで 

午後 1

時か

ら 

午後 4

時 30

分ま

で 

午後 5

時か

ら 

午後 8

時 30

分ま

で 

午前 8

時 30

分から

午後 4

時 30

分まで 

午後 1

時か

ら午

後 8

時 30

分ま

で 

午前 8

時 30

分か

ら午

後 8

時 30

分ま

で 

第一魚市場

会議室 

（略） 

第

三

魚

市

場 

大会議

室 

4,000 

 

6,000 ― 10,000 ―  ― 〃 

小会議

室 

2,000 3,000 ― 5,000 ―  ― 〃 

 

※第二魚市場の項目を削除 
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